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宇和島市教育委員会 令和 2年 4月臨時会 会議録

1.開会日時 令和 2年 4月 17 日（金）11 時 00 分～

2.場 所 宇和島市役所本庁 702 会議室

3.出 席 者 教育長 金瀬 聡 委 員 木下 充卓 委 員 弓削 由美子

委 員 浅井 敬司 委 員 田村 裕子

4.欠 席 者 委 員 高山 俊治

5.会議に出席した公務員の職氏名

宇和島市長 岡原 文彰 教育部長 片山 治彦

教育総務課長 川 啓之 学校教育課長 西田 一洋

生涯学習課長 富田 満久 文化・スポーツ課長 森田 浩二

人権啓発課長 山本 利彦 学校給食センター所長 児玉 雅人

（事務局）

教育総務課課長補佐 土居 弘 教育総務課総務係長 山口 真史

6.会議概要

(1)開会宣言（午前 11 時 00 分）

◎教育長

昨日、政府の方から全国に緊急事態宣言を出すという、そういう報道がありました。そういっ

た動きを受けて、急遽、今後の学校の運営等についてご議論いただくためにお集まり頂きました。

ありがとうございました。冒頭、宇和島市長からご挨拶がございます。

○宇和島市長

改めまして、皆さんおはようございます。本日、この臨時会で発言を許して下さいましたこと

に、まずは感謝を申し上げたいと思います。先程、教育長の方から話がありましたとおり、昨日

緊急事態宣言というものが発せられ、まさに今教育の現場というものは、これからどのように宣

言に基づいた行動をしていくのかというところで、現場の方は大変バタバタとしていると聞き及

んでいるところでございます。その中で、今愛媛県としても今後の対応について、昼からですね、

中村知事が様々な発表をなされるということでございます。

そうした中、市立の小中学校につきましても、この新型インフルエンザ等の対策特別措置法に

よりまして、私、対策本部長でございますので、教育委員会の皆様方に、やはり、この緊迫した

状況の中で子どもを危険にさらすことはできないだろうという、そういった趣旨の下、可能な限

り早い段階での休業というものを要請をしたい。そういったことで、皆様方にお願いという形で
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来させて頂いた次第でございます。

やはりこれまでも、入学式以降、愛南町で感染者が発生する等、中には心配されるお声という

ものを、日々事務方もお聞きをしながら、ただ、子ども達の笑顔というものをしっかり繋いでい

きたい思いの中でやっておりましたけれども、この先はやはり、行動というものを全国で控えて

いく、そういった局面にありますので、子ども達の安心安全を確保するためにも、是非とも、こ

の必要な措置としての可能な限り早い段階での休業というものを、ご理解を頂いたらと思います。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

(2)新型コロナウイルス感染拡大防止について

◎教育長

ありがとうございました。本日のこの会議は、内容がまだ不確定な要素も含まれておりますの

で、非公開の扱いにさせて頂こうと思いますが、賛成頂けますでしょうか。賛成いただける方は、

挙手をお願いいたします。

◎全委員

－ 挙手 －

◎教育長

挙手全員ですので、本日のこの会議は非公開といたします。

○教育部長

教育長。市長、公務の方がございまして、ご退席をというところで伺っております。

○宇和島市長

どうぞ、よろしくお願いします。ありがとうございました。

－ 市長退席 －

◎教育長

新型コロナウイルス感染拡大防止について、説明を求める。

○事務局

市立小中学校の 4月 20 日からの臨時休業案について説明する。

◎各委員

4月 20 日からの臨時休業案について、現在の対応状況を問う。

臨時休業決定の、保護者への連絡方法について問う。

教員について、3月同様に通常勤務となるのか問う。

児童の預かりについて、3時までは学校、それ以降は今までどおりの放課後子ども教室という扱

いで良いか問う。また、利用者数をどのくらい想定しているのか問う。

直接耳にした保護者の考え、不安についての意見を紹介する。

地域の情報も会の中で交換できることから、臨時会を招集しての協議を行うよう要望する。

○事務局

委員からの質問、要望に対して、臨時休業案に基づき回答する。
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◎全委員

－ 了承 －

◎教育長

市立小中学校の 4月 20 日からの臨時休業案について諮る。

◎全委員

市立小中学校の 4月 20 日からの臨時休業案について、賛成に挙手する。

◎教育長

市立小中学校の 4月 20 日からの臨時休業について、決定した旨宣する。

◎教育長

非公開案件の審議が終了したので、会議を公開します。

(3)その他

◎教育長

その他何かございますでしょうか。

◎木下委員

休業ということが決まったので、特に宇和島市内、春に運動会をする小学校が増えているんで

すけれども、その扱いはどうなるか。今のままだったら練習も出来ませんし、5月下旬が多いんで

すけれども、早々と春の運動会はやめた学校もあるんですけども、そのあたりを教育委員会とし

てどのように考えていますか。

○学校教育課長

調査をしているところでは、5月の運動会については 5～6校を除いて、もう延期を決めたとい

うことです。まだ、地域への連絡が遅れているところもあるかもしれませんが、今のところは、

もう 5月は大半の学校が実施しないと決定しています。

◎教育長

今の段階では、秋に延ばすということですか。

○学校教育課長

はい。

◎浅井委員

修学旅行もそうですか。

○学校教育課長

修学旅行も、5月、6月予定のものは、既に変更しています。

◎浅井委員

市総体、県総体の情報がもしありましたら、今の段階で。

○学校教育課長

これは、実施させたいのですけれども、今のところは情報が全くありません。高校総体が、連

休中にかかってくると思うのですけれども、基本的に実施が難しくなってきてるので、中学総体
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についても、霧の中です。

◎教育長

ほかありますか。

－ 特に意見なし。－

(4)閉会宣言（午前 11 時 32 分）

◎教育長

それでは以上をもちまして、教育委員会 4月臨時会を閉会いたします。


